
「川崎市上下水道事業中期計画（2022～2025）（素案）」に関する意見募集の実施

結果について 

１ 概要  

 「川崎市上下水道事業中期計画（2022～2025）（素案）」について、令和３年１１月２６日

から令和３年１２月２５日まで、市民の皆様の御意見を募集いたしました。 

その結果、２６通（意見総数８７件）の御意見をいただきましたので、御意見の内容とそ

れに対する市の考え方を次のとおり公表いたします。 

２ 意見募集の概要 

題  名 川崎市上下水道事業中期計画（2022～2025）（素案）について 

意見の募集期間 令和３年１１月２６日（金）から令和３年１２月２５日（土）まで 

意見の提出方法 電子メール、ＦＡＸ、郵送、持参 

募集の周知方法 

・市政だより、市ホームページへの掲載 

・かわさき情報プラザ、各区役所・支所・出張所の市政資料コーナー、

各市民館・同分館、各図書館・同分館、上下水道局（各サービスセ

ンター、各下水道（管理）事務所及び経営戦略・危機管理室）での

閲覧 

結果の公表方法 

・かわさき情報プラザ、各区役所・支所・出張所の市政資料コーナー、

各市民館・同分館、各図書館・同分館、上下水道局（各サービスセ

ンター、各下水道（管理）事務所及び経営戦略・危機管理室）に資

料を設置 

・市ホームページへの掲載 

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数）  26 通（ 87 件） 

電子メール  21 通（ 78 件） 

ＦＡＸ 2 通（  4 件） 

郵送   3 通（  5 件） 

持参   0 通（  0 件） 

資料２ 
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４ 御意見の内容と対応 

寄せられた御意見、御要望は今後の事業運営に生かしていくとともに、令和４年度予算編

成作業との連携、関連計画の策定作業等を踏まえた必要な修正を行った上で、「川崎市上下水

道中期計画（2022～2025）（案）」を策定します。 

＜御意見に対する市の考え方の区分説明＞ 

Ａ：御意見を踏まえ、反映したもの 

Ｂ：御意見の趣旨が案に沿ったものであり、その趣旨を踏まえ、取組を推進するもの 

Ｃ：今後の取組を進めていく上で参考とするもの 

Ｄ：案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明するもの 

Ｅ：その他 

＜御意見の件数と対応区分＞ 

項 目 
区 分 

計 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

Ⅰ 水道事業・工業用水道事業について  ５ ５ ５９ ４ ７３ 

Ⅱ 下水道事業について  ２ ３ ６  １１ 

Ⅲ ３事業共通事項について   １ ２  ３ 

合  計  ７ ９ ６７ ４ ８７ 
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５ 具体的な御意見の内容と市の考え方 

（１）水道事業・工業用水道事業について（意見数： ７３ 件） 

No 意見の要旨 本市の考え方 区分 

１ 私有地内を通る水道管の修繕について

は、全額自己負担であるのが現状だが、こ

れを公的に補助してほしい。

 市が維持管理している配水管から分岐

し、各家庭へ水道水を供給している給水管

は個人の財産であるため、その維持管理は

使用者・所有者であるお客さまが自ら行っ

ていただく必要があります。 

 本市では、給水管修繕費用に関する補助

は行っていませんが、給水管が道路上で漏

水した場合は二次災害防止の観点から公費

による修繕を行うとともに、私有地で漏水

した場合においても、一般的な住宅におい

て、道路境界から給水管の水平延長２メー

トルまで公費による修繕を行っておりま

す。

Ｄ 

２ 工業用水道事業の将来構想について、ダ

ウンサイジングを前提とせず、不要な現有

施設の廃棄や更新の中止を検討し、受水企

業の負担削減をお願いしたい。 

工業用水道施設・管路の将来構想につき

ましては、過剰な投資を防ぐために、利用

者と調整を図りながら、水需要を見据えた

適正な施設規模へ更新するための検討を実

施してまいります。 

Ｄ 

３ 工業用水道事業の将来構想について、ダ

ウンサイジングを検討するにあたり、付帯

して人件費・管理費・用益費・その他固定

費の削減についてもお願いしたい。 

今後の検討においては、様々な視点で検

討を進め、効率的・効果的な将来構想とな

るよう努めてまいります。 

Ｃ 

４ 工業用水道事業について、切迫感を持ち、

現状を分析し将来を予測し、これに基づき

事業計画を策定してほしい。ついては、各

社の需要調査結果による工水需要量にかか

わらず、川崎市として臨海部を中心とする

将来の工水を利用する産業の状況を予測し

た上で、将来の工水需要量を策定し、これ

をもとに施設更新や中期事業計画を策定す

る必要があると考える。 

工業用水道は、利用者が限られているこ

とから、これまで利用者の需要に基づき必

要な整備をしてきましたが、今回の計画策

定に向けては、臨海部における企業動向等

に関して、庁内の関係部局等と情報共有を

図りながら進めてまいります。

Ｃ

５ 企業団は標高の低い小田原からの送水に

大量の電気を使用しており、企業団から受

水することは、温暖化対策と矛盾している。 

そこで、地下水活用の生田浄水場を復活さ

せるべきである。 

（同趣旨ほか６件） 

神奈川県内広域水道企業団（以下、企業団

という。）は、県内の主要水源である相模川

と酒匂川の２水系の水を広域的な立場から

有効かつ的確に運用ができるよう施設を配

置していることから、少雨時や水源水質事

故時においても安定的に給水を継続するこ

とができると考えています。このことから、

本市の安定給水の確保には、企業団の活用

が有効と考えております。 

Ｄ 
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また、生田浄水場（上水道施設）につき

ましては、施設が古く最も老朽化が進行し

ていたこと、地盤の低い地区にあり、地下

水の汲み上げや配水池への送水にポンプを

使用するため、電力を多量に消費すること、

水源が市街地にある浅井戸で水質に不安が

あることなどから、平成２８年に廃止した

もので、現在、生田浄水場の復活等は考え

ておりません。 

なお、本市は、県内の水道事業者と共に、

環境負荷の低減等を目的として、自然流下

で導水が可能な上流からの取水を優先的に

利用する取組を進めています。その一つと

して、本市の相模川上流の水源水量の一部

を企業団西長沢浄水場で活用する取組を進

めており、これにより CO2 排出量の削減や

停電時の給水の安定性向上などの効果が期

待できます。 

今後も安定給水の確保や地球温暖化対策

を推進してまいります。

６ 将来企業団が破綻するかもしれない。そ

のため、自己水源である生田浄水場を復活

させるべきである。 

神奈川県内広域水道企業団（以下、企業

団という。）では、「かながわ広域水道ビジ

ョン」の中で取組の方向性として経営基盤

の強化を挙げています。 

厳しい事業環境においても水供給の継続

と、施設整備を確実に進めていくため、長

期的視点に立った財政運営、環境変化に応

じた事業運営、事業推進に必要な人材の確

保などに取組み、経営基盤の強化を進めて

いるところと伺っています。 

本市は企業団の構成団体として、今後も

企業団の経営状況を注視してまいります。 

なお、生田浄水場（上水道施設）につき

ましては、施設が古く最も老朽化が進行し

ていたこと、地盤の低い地区にあり、地下

水の汲み上げや配水池への送水にポンプを

使用するため、電力を多量に消費すること、

水源が市街地にある浅井戸で水質に不安が

あることなどから、平成２８年に廃止した

もので、現在、生田浄水場の復活等は考え

ておりません。

Ｄ 

７ 右肩上がりの人口動態を根拠にした水道

事業は危険である。生田浄水場の水を工業

用だけでなく、上水道としても使えるよう

にしてほしい。 

水道事業は、将来の人口減少や水需要の

減少を見据え、経営基盤を強化するため、

将来の水需要に見合った事業規模としてい

く必要があります。本市は、全国に先駆け

Ｄ 
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浄水場の統廃合を主軸とした適正な規模へ

のダウンサイジングを実施し、平成２８年

３月に完成させています。具体的には、潮

見台浄水場、生田浄水場（上水道施設）を

廃止し、長沢浄水場を更新・増強し、機能

集約したものです。 

今後も事業環境の変化を的確に捉え適正

な事業運営を実施してまいります。 

なお、生田浄水場（上水道施設）につき

ましては、施設が古く最も老朽化が進行し

ていたこと、地盤の低い地区にあり、地下

水の汲み上げや配水池への送水にポンプを

使用するため、電力を多量に消費すること、

水源が市街地にある浅井戸で水質に不安が

あることなどから、平成２８年に廃止した

もので、現在、生田浄水場の復活等は考え

ておりません。 

８ 豪雨、地震、津波、火山噴火などに伴う

災害時にも、それらの影響を受けにくい地

下水の活用を考慮し、地盤の強固な所にあ

る生田浄水場を復活させるべきである。 

（同趣旨ほか４件） 

本市では、施設・管路の更新・耐震化を

推進してきており、ダムなどの貯水施設や

取水施設、長沢浄水場等については、既に

必要な耐震性能を有しており、導水ルート

については二重化を図っています。また、

火山噴火に伴う降灰対策として長沢浄水場

の覆蓋化が今年度に完了しています。 

本中期計画期間内では、停電対策として、

非常用自家発電設備の燃料タンクの増設や

発電機の更新に合わせた燃料タンク容量の

増強などを実施します。更に浸水対策とし

て防水壁の設置などを実施します。 

災害時の機能維持を目指して取組を推進

してまいります。 

なお、生田浄水場（上水道施設）につき

ましては、施設が古く最も老朽化が進行し

ていたこと、地盤の低い地区にあり、地下

水の汲み上げや配水池への送水にポンプを

使用するため、電力を多量に消費すること、

水源が市街地にある浅井戸で水質に不安が

あることなどから、平成２８年に廃止した

もので、現在、生田浄水場の復活等は考え

ておりません。 

Ｄ 

９ 企業団から、使ってもいない受水量とそ

れに対して高い基本料金が押し付けられ、

水道会計を圧迫している。川崎市は、基本

料金制度の見直しを提案すべきであり、基

本料金のかからない生田浄水場を復活させ

神奈川県内広域水道企業団（以下、企業

団という。）は、新たな水源の確保を求めて、

広域水道として設立した経緯があり、本市

を含め企業団から受水している各事業者

は、配分された計画 1 日最大給水量による

Ｄ 
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るべきである。 

（同趣旨ほか３件） 

応分の費用を負担（受水費）する必要があ

ります。これは企業団方式による水源開発

に参画した者の責務であり、受水の量や代

替施設の確保等に関わらず負担する必要の

あるものです。 

企業団の受水費については、今後も適正

な料金負担となるよう、他の構成団体と共

に注視してまいります。 

なお、生田浄水場（上水道施設）につき

ましては、施設が古く最も老朽化が進行し

ていたこと、地盤の低い地区にあり、地下

水の汲み上げや配水池への送水にポンプを

使用するため、電力を多量に消費すること、

水源が市街地にある浅井戸で水質に不安が

あることなどから、平成２８年に廃止した

もので、現在、生田浄水場の復活等は考え

ておりません。

10 都に自己水源の水を安く売らず、飲料水

の供給をやめ、工業用水だけの生田浄水場

の水を元に戻し、沼本からの水、生田浄水

場の市内の地下水源を十分に活用した上で

企業団の水を買うこと。 

東京都の水源は利根川・荒川水系が 80％

を占めています。利根川・荒川水系の水源

開発は、５年に１回程度発生する規模の渇

水に対応することを目標としており、全国

の主要水系と比べて、渇水に対する安全度

が低い計画となっており、東京都は水源の

適切な確保に努めているところです。 

また、神奈川県内広域水道企業団（以下、

企業団という。）は、県内の主要水源である

相模川と酒匂川の２水系の水を広域的な立

場から有効かつ的確に運用ができるよう施

設を配置していることから、少雨時や水源

水質事故時においても安定的に給水を継続

することができると考えています。このこ

とから、本市の安定給水の確保には、企業

団の活用が有効と考えています。 

本市では、自己水源である相模湖・津久

井湖からの取水と企業団からの受水によ

り、十分な水量を確保しており、安定的な

給水が可能なことから、廃止した地下水を

水源として再び活用する考えは、現在のと

ころありません。 

なお、生田浄水場（上水道施設）につき

ましては、施設が古く最も老朽化が進行し

ていたこと、地盤の低い地区にあり、地下

水の汲み上げや配水池への送水にポンプを

使用するため、電力を多量に消費すること、

Ｄ 
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水源が市街地にある浅井戸で水質に不安が

あることなどから、平成２８年に廃止した

ものです。 

11 頻繁に事故を起こす企業団、広域のため

莫大な更新費用が掛かる企業団依存体制か

らの脱却こそ、持続可能な経営基盤につな

がる。 

（同趣旨ほか２件） 

水需要の減少や施設の老朽化など、水道

事業者共通の課題に対し、将来にわたり安

定的な給水を確保していくため、水源を共

にする県内の水道事業者（以下、５事業者

という。）との広域連携など、多様な水道事

業のあり方を検討していく必要がありま

す。 

５事業者では、経営基盤の強化や環境負

荷の低減などを目的に、施設の共通化・広

域化を進め、５事業者全体で最適な水道シ

ステムを構築する、県内水道システムの再

構築に取り組んでいます。再構築では、県

内の主要水源である相模川と酒匂川の２水

系からの取水が可能な神奈川県内広域水道

企業団の施設を活用していくこととしてお

ります。 

今後も持続可能な事業経営に向けて５事

業者で最適な水道システムの構築を目指し

て検討を進めてまいります。

Ｄ 

12 主要な管路の耐震化率は 100％と述べて

いるが、主要でない管路の耐震化は不十分

である。 

管路の耐震化率は R2年度で 36.7％、5年

後の R7 年度目標でも 44.9％で半分にも満

たない状況である。水は、主要な管路から

配水管、給水管を経て各家庭の管に接続し

て給水されていて、このうち一つでも壊れ

たら家庭まで水が届かない。 

主要でない配水管を含めて末端までの耐

震化を市の責任で急ぎ、給水管は補助金を

手当てするなどして各家庭への耐震化を完

了させることが大切である。給水管と家庭

の蛇口までの耐震化に20％の助成金を出す

として、家庭までの耐震化をスピードアッ

プすることを提案する。 

本市の水道管路の延長は約 2,500km と膨

大であるため、災害時の市民生活への大き

さを考慮し、効率的・効果的に耐震化を進

めていく必要があります。現在、地震時の

被害が懸念される老朽配水管と市立小学

校・中学校・高校等の避難所への供給ルー

トを「重要な管路」と位置付けて、優先的

に更新・耐震化を進めており、令和 4 年度

までに完了する予定となっております。ま

た、完了後も防災計画上災害時に給水の継

続が必要な重要施設への供給ルートの管路

などの優先度を設定することで耐震化を進

めます。「重要な管路」以外の管路について

も使用年数、経年化の抑制と各年度の更新

延長の平準化などに主眼を置いた、使用年

数６０年以内での更新を継続してまいりま

す。 

給水管につきましては、給水管は個人の

財産であるため、耐震化を含めた維持管理

は使用者・所有者に行っていただく必要が

ありますが、本市では漏水防止等の観点か

ら、配水管更新工事等に伴い、道路上及び

私有地の道路境界から給水管の水平延長２

Ｄ 
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メートルまで、地震に強い構造・材質の給

水管で更新しております。 

13 5 年以内に配水管の耐震化を完成させる

という目標だと、どのくらいの予算が必要

か。 

管路の耐震化は、総延長が約 2,500km と

膨大であることから、財政収支との整合を

図り、年間約 40 km の管路更新により進め

る計画としております。管路の耐震化率は

R2年度末で 36.7％であり、耐震化完了まで

の費用は、工法や現場条件等により工事費

が大きく変動するため、あくまで概算とな

りますが約 4,000 億円かかると想定されま

す。 

Ｄ 

14 各家庭の給水管の耐震化率はどの程度

か。2011 年以降に設置（新築・改築）した

ものは耐震化ができているか。 

給水管は個人の財産であるため、耐震化

を含めた維持管理は使用者・所有者に行っ

ていただく必要があります。 

本市では、配水管更新工事等に伴い、道

路上及び私有地の道路境界から給水管の水

平延長２メートルまで、地震に強い構造・

材質の給水管で更新しております。 

Ｄ 

15 生田浄水場を復活させ、高額な企業団か

らの受水を減らすべきである。 

（同趣旨ほか１件） 

神奈川県内広域水道企業団（以下、企業

団という。）は、新たな水源の確保を求めて、

広域水道として設立した経緯があり、本市

を含め企業団から受水している各事業者

は、配分された計画 1 日最大給水量による

応分の費用を負担（受水費）する必要があ

ります。これは企業団方式による水源開発

に参画した者の責務であり、受水の量や代

替施設の確保等に関わらず負担する必要の

あるものです。 

Ｄ 

16 企業団の水道事業が今後民営化されるこ

とになれば、水道の供給のほとんどを企業

団に頼っている川崎市の水道も民営化され

ることにならないか危惧している。 

生田浄水場を復活させ、相模川水系の水

を活用すれば、企業団から水を買う必要が

なくなり、川崎市で自立した安定的な水の

供給ができるようになると思う。 

本市では、民営化については、慎重に判

断すべきであると考えており、現時点にお

いては、公営企業による運営を維持するこ

とが望ましいと考えています。 

神奈川県内広域水道企業団においても同

様の考えと伺っています。 

Ｄ 

17 企業団が上流取水に切り替えたら、相模

川の下流の農業や相模湾の漁業、生態系、

海岸線の後退に影響がないとはいえない。

すでに三保ダムや相模ダム等の影響で土砂

が流れていかないため、砂浜づくりに税金

が投入されている。健全な水循環のために

どうすればよいか、考える必要がある。 

取水位置の上流移転の実現については、

河川環境や治水にも影響を及ぼすため、水

道事業者だけでは、実現が難しい課題です。

県内の水道事業者では、河川有識者の意見

を踏まえ、水資源、環境、防災、エネルギ

ーなど総合的観点から、関係機関と連携し

て検討していくこととしています。水道事

業者だけでなく、水資源行政を管轄する神

奈川県政策局と連携し検討を進めてまいり

Ｄ 
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ます。 

18 企業団は今まで５割だった給水量を７割

に増やし、各構成団体の供給能力を下げさ

せようとしている。企業団の計画は市民の

ニーズと乖離しているので、企業団の今後

の動きに特に注視してほしい。 

水源を共にする県内の水道事業者（以下、

５事業者という。）では、施設の老朽化や水

需要の減少など共通の課題に対し、将来に

わたる水道水の安定供給を確保していくた

め、経営基盤の強化や環境負荷の低減など

を目的として「県内水道システムの再構築」

に取組んでいます。 

再構築では、下流にある浄水場を廃止し、

相模川と酒匂川の２水系から取水可能な神

奈川県内広域水道企業団の施設を活用して

いくこととしています。具体的には、相模

川の下流にある寒川取水堰から取水する浄

水場の廃止と企業団浄水場の増強を検討し

ています。 

今後も最適な水道システムの実現を目指

し、５事業者で検討を進めてまいります。 

Ｄ 

19 県内水道システムの最適化というが、水

源はダムや河川の水だけなので、ダムや河

川の水が使えなくなると供給できない。最

適化するならば、多様な、複数の水源を利

用した方が災害時に対応できるのではない

か。 

（同趣旨ほか１件） 

県内水道システムの再構築では、相模

川・酒匂川の２水系の連携や、連絡管の整

備による非常時のバックアップを検討して

おり、取水停止時の対応等も検討の対象と

しています。 

再構築で目指す最適な水道システムは、

災害対策だけでなく、上流取水の優先的利

用によるＣＯ２排出量の削減や施設の共通

化・広域化による維持管理費の削減など、

総合的観点から最適を目指すものです。 

今後も最適な水道システムの構築に向け

て検討を進めてまいります。 

Ｄ 

20 「水道管路の耐震化」とは、市内の管路

のことか。相模ずい道はどうなっているか。

相模ずい道は築後７０年近く経過してい

て、コンクリートの耐用年数を超えている

のではないか。また、耐震補強をするには

工法的にも資金的にも難しいのではない

か。 

相模ずい道については、令和３年度中に

断水して現地調査を実施し、令和４年度に

調査委託が完了する予定です。その後、調

査結果に基づき評価を行い、必要に応じて

施設整備を進める予定としています。 

なお、水源から長沢浄水場までの導水に

ついては、相模ずい道・第１導水ずい道を

通る系統と、第２導水ずい道を通る系統の

２系統があり、第１及び第２導水ずい道に

ついては既に必要な耐震性能を有していま

す。 

今後も災害時の機能維持を目指し、市内

の送配水管路についても耐震化を引き続き

推進してまいります。 

Ｄ 

21 工業用水道基幹管路の強化として、生田

浄水場と長沢浄水場をつなぐ新しい管路を

工業用水道基幹管路のバックアップ機能

を強化することで、安定した工業用水の供

Ｂ 
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新たにつくることは、よい発想だと思った。

ぜひ実現をお願いする。 

給を継続してまいります。 

22 応急給水拠点の整備について、北部には

貯水槽、配水塔がいくつかあるが、人口の

集中した中部・南部にタンクのような大容

量の水を貯めておく施設が少ないので、火

災で大量の水を使うと枯渇してしまう。 

川崎市内の１２ある配水池・配水塔の内、

主に中部・南部に水を供給する末吉配水

池・鷺沼配水池の合計容量は川崎市内の全

容量の約半数を占めており、耐震化が完了

しております。地震等の災害時にも安定し

た給水が継続できるように施設や管路の耐

震化を更に進めてまいります。 

Ｄ 

23 地域ごとに塩素を追加して配水すれば、

浄水場付近の残留塩素濃度を低減させるこ

とはできるか。 

「取組２安全でおいしい水の取組」にお

いて一部の配水施設で追加塩素設備を導入

し、浄水場の残留塩素を低減させる計画と

なっています。 

Ｂ 

24 （施設の停電対策・浸水対策について） 

新しい取り組みを有難く思う。ぜひお願

いする。 

自家発電もよい機械が出てきているそう

で、小水力発電も優れたものが開発されて

いるようである。 

停電対策については、「取組 15 施設の停

電対策・浸水対策」において、長期停電時

に給水を継続するため自家用発電設備の燃

料タンクの更なる増強を推進してまいりま

す。 

Ｂ 

25 （素案 P73 コラムのアセットマネジメント

について） 

アセットマネジメントでは中長期的な見

通しを考えるが、その基礎となる人口予測

が、川崎市の人口のピークは 2030 年と予測

されている。しかし、今年 12月 1日の相対

人口は前月に比べて減少しており、すでに

人口のピークを迎えている可能性もある。

コロナ禍で物事が前倒しになって進んだよ

うに、今後の計画の目標時期も慎重に早め

に進める必要があるかもしれない。 

施設・管路につきましては、重要度や経

年度を考慮し更新の優先順位を定めるとと

もに、財政収支との整合を図りながら運転

管理や点検調査及び修繕の実績等を活用

し、ライフサイクルを考慮した効率的・効

果的な更新を行い、施設の維持管理及び更

新に係る費用の縮減と更新費用の平準化を

図っていきます。 

なお、人口動態につきましては、事業規

模の基礎となる水需要と密接に係るため、

今後も注視してまいります。 

Ｄ 

26 生田浄水場の工業用水も、将来施設が老

朽化し、また工業からの需要も減ることが

考えられる。東京都は工業用水を廃止した

が、川崎市でも同様の計画はあるか。もし、

生田浄水場の工業用水を更新する際には上

水用の浄水場にリニューアルして、長沢浄

水場とつなげ、市内全域に届くようになる

とよいと考える。 

工業用水道事業については、将来の需要

動向を適切に把握し、老朽化が進行した施

設や管路の更新を実施してまいります。 

Ｄ 

27 将来、ダムは堆積で使えなくなると予想

されるため、地下水の生田浄水場が役に立

つ。浄水コストの低い地下水をもっと活用

できるようにお願いしたい。 

水源施設を管理する神奈川県では、相模

川上流の相模貯水池において、上流域の災

害防止や貯水容量の維持を目的とした堆砂

対策事業としてしゅんせつを実施していま

す。 

Ｄ 

28 環境負荷の少ない浄水方法として生物浄

化法がある。急速ろ過にも粗ろ過を取り入

施設再構築事業において平成２８年に長

沢浄水場の浄水処理施設に関する更新が完

Ｄ 
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れるとよいという。浄水方法を研究して、

次の時代にふさわしい方法を採るようお願

いしたい。膜ろ過は温暖化対策の考え方に

一致していない。 

了しており、直ちに大規模な施設変更は予

定しておりませんが、浄水方法の情報収集

や検討については継続的に行ってまいりま

す。 

29 浄水発生土の有効利用や施設の有効利用

もよい提案だと思う。 

循環型社会の構築や快適な地域環境の創

造に向けて、浄水発生土の有効利用や再生

資源材料の活用、施設の上部空間等の有効

利用など取組を推進してまいります。 

Ｂ 

30 人材育成の推進は水道技術の継承にとて

もよい取組だと思う。 

市民生活に必要不可欠な生活基盤を支え

る専門家集団としての使命を果たすため、

人材育成の取組を積極的に推進し、専門的

な知識・技術・技能を確実に承継してまい

ります。 

Ｂ 

31 危機管理上、以前のように潮見台と生田

を含めた３浄水場体制の分散配置を復活さ

せるべきである。 

（同趣旨ほか１件） 

本市では、浄水場の統廃合に合わせてバ

ックアップ機能の強化等を図っています。

長沢浄水場及び生田配水池を更新・耐震化

するとともに、潮見台配水池（西長沢浄水

場）から生田配水池への送水管を新設し、

生田配水池への送水の二重化を実施してい

ます。 

また、登戸地区及び町田地区においては、

東京都との連絡管を整備しており、水の相

互融通が可能となっています。 

これらのとおりバックアップ機能の強化

を図ってきたことから、現在、新たに浄水

場を確保する考えはありません。 

今後も、災害時の機能維持を目指し、施

設・管路の耐震化や応急給水拠点の整備、

他都市との連携強化などを図ってまいりま

す。 

Ｄ 

32 大規模地震による上下水道施設への被害

について、飯泉からの送水が２０日間スト

ップしたことを明記すべきである。 

（同趣旨ほか２件） 

東日本大震災の影響により、神奈川県内

広域水道企業団（以下,企業団という。）導

水管で漏水が発生し、飯泉からの導水が停

止しています。この際には、県内の水道事

業者で連携し、相模川上流から企業団西長

沢浄水場への緊急導水を実施することによ

り、給水に影響することなく対応すること

ができました。今後も水源を共にする県内

の水道事業者との連携を強化してまいりま

す。 

Ｄ 

33 市民の半分の水道水を供給する企業団の

西長沢浄水場の耐震化が終了していないこ

とを明記すべきである。 

（同趣旨ほか１件） 

神奈川県内広域水道企業団では、令和５

年度までに浄水場等の主要施設の耐震化率

１００％を達成する計画と伺っておりま

す。 

Ｄ 

34 「安全でおいしい水」というなら、地下 市内へ供給している水道水は、本市並び Ｄ 
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水を利用している生田浄水場を復活させる

べきである。 

（同趣旨ほか１件） 

に神奈川県内広域水道企業団において水源

から蛇口まで徹底した水質管理を実施して

おり、水質基準に適合した良質な水道水を

供給していますので、安心してお使いいた

だけます。 

今後も継続して、安全でおいしい水を安

定供給していくため、水質管理の徹底など

の取組を進めてまいります。 

なお、生田浄水場（上水道施設）につき

ましては、施設が古く最も老朽化が進行し

ていたこと、地盤の低い地区にあり、地下

水の汲み上げや配水池への送水にポンプを

使用するため、電力を多量に消費すること、

水源が市街地にある浅井戸で水質に不安が

あることなどから、平成２８年に廃止した

もので、現在、生田浄水場の復活等は考え

ておりません。 

35 宮前平駅前で残留塩素濃度 0.68mg/L と

高濃度である。「0.3から 0.5mg/L の達成」

をどのように実現するのか明らかにしてほ

しい。 

（同趣旨ほか１件） 

「取組２安全でおいしい水の取組」にお

いて一部の配水施設で追加塩素設備を導入

し、浄水場の残留塩素を低減させる計画と

なっております。加えて、神奈川県内広域

水道企業団（以下、企業団という。）からの

受水についても残留塩素を低減することで

目標達成できると考えておりますが、施設

上の課題もあることから、引き続き企業団

と協議してまいります。 

Ｃ 

36 遠くの水を管を通して送るということ

は、１箇所でも壊れたら水を配れないとい

うことである。近くに水源があれば、すば

やく配ることができる。また、普段から使

っていれば異常時にも対応できる。日常的

に生田浄水場を稼働させてほしい。 

本市の水道水は、自己浄水場である長沢

浄水場の浄水と神奈川県内広域水道企業団

（以下、企業団という。）の受水でまかなっ

ています。 

 本市長沢浄水場は、耐震化や覆蓋化が完

了していること、水源から浄水場までの導

水に２系統の導水ずい道を有しておりバッ

クアップが可能であること、水源から各ご

家庭までを自然流下で送水することが可能

なことなどから、災害に強く、環境にも優

しい浄水場といえます。 

また、企業団は、県内の主要水源である

相模川と酒匂川の２水系の水を広域的な立

場から有効かつ的確に運用ができるよう施

設を配置していることから、少雨時や水源

水質事故時においても安定的に給水を継続

することができると考えています。このこ

とから、本市の安定給水の確保には、企業

団の活用が有効と考えています。 

Ｄ 
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その他、本市は災害時においても機能を

維持するため、水道施設・管路の耐震化や

応急給水拠点の整備、東京都との連絡管に

よる水の相互融通など他都市との連携強化

などに取組んでおり、非常時においても必

要な給水が確保できるものと考えておりま

す。 

なお、生田浄水場（上水道施設）につき

ましては、施設が古く最も老朽化が進行し

ていたこと、地盤の低い地区にあり、地下

水の汲み上げや配水池への送水にポンプを

使用するため、電力を多量に消費すること、

水源が市街地にある浅井戸で水質に不安が

あることなどから、平成２８年に廃止した

もので、現在、生田浄水場の復活等は考え

ておりません。 

37 「自然災害の脅威」として、富士山噴火

の火山灰の対策が抜けている。火山灰対策

を取り上げなかったのは何故か。 

また、現状の水道設備では火山灰の降灰

は何センチまで稼働できるのか。富士山の

噴火は神奈川県、関東地域広範囲にわたっ

て数センチ以上灰が積もる想定である。浄

水過程で処理できる能力を超えているので

はないか。 

また、１０センチ、１５センチ、２０セ

ンチの降灰の場合について対策の検討を行

うべきではないか。 

（同趣旨ほか１件） 

本市では火山の噴火による降灰対策とし

て、長沢浄水場の覆蓋化を実施しており、

今年度完了しています。 

また、関連する対策として、本中期計画

では、非常用自家発電設備の燃料タンクの

増強など停電対策の強化を実施してまいり

ます。 

これらの取組や相模川水系と酒匂川水系

の２水系の連携などを活用しながら安定給

水を確保してまいります。 

なお、降灰対策につきましては、今後も

国等の動向を注視してまいります。 

Ｄ 

38 少雨時等の対策として、３つのダムの連

携、２つの河川の連携としているが、それ

らの費用はどの程度か。「相互運用」という

と聞こえは良いが、それぞれの地域は近距

離で降雨の多寡はあまり変わらないので、

費用対効果はいかがなものか。 

相模川水系の３つのダムの特性を生かし

た総合運用と相模川水系・酒匂川水系の２

水系の連携により、限りある水資源を無駄

にすることなく効率よく使用することがで

きます。 

平成１３年の宮ヶ瀬ダム供用開始以降に

つきましては、少雨時が何度かありました

が、ダム貯留水を効率的に活用することに

より、減断水などの影響を生じさせること

なく運用することができています。 

Ｄ 

39 停電対策として、まずは商用電源の二重

化（変電所の２系統化）と自家発電装置の

継続運転が必要である。 

２４時間運転の自家発電では心もとな

い。３日分の燃料タンクと何日分でも燃料

の追加補給可能な計画が必要である。 

停電対策については、重要施設等に商用

電源の二重化や自家用発電設備の整備を完

了しており、「取組 15 施設の停電対策・浸

水対策」において、長期停電時に給水を継

続するため自家用発電設備の燃料タンクの

更なる増強を推進してまいります。 

Ｃ 
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40 （企業団が取水する飯泉について） 

酒匂川の最下流の水なので水質が悪く、

薬品を多量に使用している。農薬など除去

できないものもある。 

水源水質に対応した適切な浄水処理によ

り、水道水質基準に適合した、良質で安全

な水の供給を行っております。 

酒匂川水系につきましては、今後も企業

団と協力し、水質管理の徹底などの取組を

進めてまいります。 

Ｄ 

41 飯泉のポンプ施設が地下にあり、大雨時

に浸水し、稼働がストップすることが計画

で触れられていない。 

企業団取水施設の浸水対策については、

企業団実施計画の中で採り上げられてお

り、今後、実施していくものと伺っており

ます。 

Ｄ 

42 西長沢浄水場は膜ろ過方式に切り替わる

とのこと。膜ろ過方式では電気を大量に使

い、水質の悪い原水だとろ過材など莫大な

費用が掛かる。川崎市は、企業団の構成員

として慎重な対応を提案していくべきであ

る。 

（同趣旨ほか１件） 

神奈川県内広域水道企業団（以下、企業

団という。）西長沢浄水場につきましては、

膜ろ過方式による水処理実験を実施するも

ので、膜ろ過方式での更新が決定したもの

ではありません。 

浄水方式の検討については、施工性や浄

水処理の課題解決、維持管理性、エネルギ

ーなど総合的観点で判断するものと伺って

おります。 

西長沢浄水場の浄水方式につきまして

は、本市においても注視してまいります。 

Ｄ 

43 （停電対策について） 

せいぜい 48時間分しか燃料備蓄がない。

このような時の地下水は命の水である、当

面、膜ろ過 3 台 1 日 300 トンという可搬式

装置の拡充を図るべきである。 

停電対策については、重要施設等に商用

電源の二重化や自家用発電設備の整備を完

了しており、「取組 15 施設の停電対策・浸

水対策」において、長期停電時に給水を継

続するため自家用発電設備の燃料タンクの

更なる増強を推進してまいります。 

なお、災害用の井戸につきましては、応

急給水拠点を補完するもので、災害時には

周囲の応急給水拠点の開設状況と井戸の水

質状況を確認し、開設する井戸を決定する

こととしています。そのため、全箇所を一

斉に開設する予定はなく、周辺地区の状況

に合わせて３台の膜ろ過装置で運用するこ

ととしています。 

Ｄ 

44 災害時の機能維持の記述があるが、川崎

市は対策が北部に偏っている。中原、幸、

川崎区関連は配水池が横浜市鶴見区の末吉

１箇所で心もとない。横浜市のようにブロ

ック配水を行うようにすべきではないか。 

また、神戸市では臨海部に貯水管を兼ね

た大口径管を敷設する計画がある。川崎市

の中原より南部、臨海部の給配水体制を強

化すべきではないか。 

本市はブロック配水システムを採用して

います。更には、ブロック間で水を融通す

ることができ、融通量の調整などが可能な

システムとなっています。ブロック間融通

により川崎区周辺のブロックでは、末吉配

水池の他に鷺沼配水池からの水も配水して

います。 

また、末吉配水池、鷺沼配水池の合計容

量は、川崎市内の配水池・配水塔の全容量

Ｄ 
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の約半数を占めており、耐震化も完了して

います。ブロック内の基幹管路の多くは耐

震性を有しています。 

今後も災害時の機能維持を目指し、施

設・管路の耐震化など取組を推進してまい

ります。 

45 リニア新幹線工事とその供用が、水道水

の汚濁や陥没事故、断水など、川崎市の水

道事業に影響を与えないよう関係機関に対

し毅然とした対応をお願いしたい。 

（同趣旨ほか３件） 

本市の施設である導水ずい道とリニア中

央新幹線の工事が近接することから、ＪＲ

東海が安全性等に関する必要な調査、技術

的な詳細検討を行っております。 

本市としては、導水ずい道に与える影響

を確認するとともに、施工時や供用開始後

に支障が生じないよう安全対策について、

引き続き、ＪＲ東海と協議を進めてまいり

ます。 

Ｅ 
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（２）下水道事業について（意見数： １１ 件） 

No 意見の要旨 本市の考え方 区分 

1 （山王排水樋管周辺地域における浸水対策

について） 

バイパス管を整備することにより、ゲー

トを閉鎖した状態で、どれだけの降雨に対

応可能なのか説明すべきである。 

令和元年東日本台風と同様の降雨、河川

水位の条件において、山王排水樋管操作要

領に基づきゲートを閉鎖した場合でも、浸

水被害を防ぐことができます。 

Ｄ 

2 （山王排水樋管周辺地域における浸水対策

について） 

時間雨量 31ｍｍの降雨に対し、どのよう

に対応するのか、具体的説明を記載すべき

である。 

素案 101 ページのとおり、山王排水樋管

周辺地域における長期対策といたしまして

は、浸水被害のあった複数の排水区を一体

的に捉え、排水できない雨水を新設する流

下幹線で集め、増設するポンプ場から多摩

川へ排水するなど、複数の対策を組み合わ

せた対策について、具体化に向けた検討を

進めてまいります。 

Ｄ 

3 （山王排水樋管周辺地域における浸水対策

について） 

ポンプ場の増設は 20 年以上も先の話で

あることから、ゲートポンプの整備を中期

計画に位置付けてもらいたい。 

素案 101 ページのとおり、山王排水樋管

周辺地域につきましては、即効性のある短

期対策に加え、現在、バイパス管の整備を

進めております。こうした対策により、令

和元年東日本台風当時の浸水に対し、被害

の解消が可能です。また、令和元年東日本

台風を超える降雨へ対応する長期対策につ

きましては、御意見のとおり期間を要する

などの課題がございますので、バイパス管

の整備と並行し、実現に向けた取組を着実

に進めてまいります。 

Ｄ 

4 （三沢川地区における浸水対策について） 

菅稲田堤地区における下水道整備によ

り、台風１９号の浸水被害がどの程度解消

されるか、具体的な数字で説明して欲しい。 

素案 96、99 ページのとおり、重点化地区

である三沢川地区における下水道施設の整

備効果といたしましては、三沢川の水位が

計画高水位の場合において、1 時間あたり

58ｍｍの降雨に対応するとともに、既往最

大降雨である 1 時間当たり 92ｍｍの降雨の

際にも床上浸水とならないものと考えてお

ります。 

なお、稲城市内の雨水の一部が水路を通

じて本市に流入していること、三沢川の水

位が計画高水位を超えた場合に雨水排水が

困難になることなどの課題がございますの

で、引き続き解決に向けて関係局区が連携

して対応を図ってまいります。 

また、事業を進めるにあたりましては、

地元町内会とも相談させていただきなが

ら、対策手法、対策効果などについて、丁

寧な御説明をさせていただきたいと考えて

おります。 

Ｃ 
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5 （三沢川地区における浸水対策について） 

菅稲田堤 3 丁目浸水地域の具体的な浸水

対策を説明してほしい。また、その対策の

効果を、2019 年 10 月 12 日の浸水シミュレ

ーションを用いて、分かり易く説明して欲

しい。 

素案 96、99 ページのとおり、菅及び菅稲

田堤地内の対策につきましては、既存水路

の有効活用や新たな雨水管きょの整備に加

え、自然流下により排水が困難な地域特性

を踏まえ、ポンプ施設の設置を予定してお

ります。浸水対策の効果といたしましては、

既存水路に流入する雨水を適切な箇所で取

水し、新たに整備する雨水管渠に流下させ

ることにより、三沢川の水位が計画高水位

の場合において、1 時間あたり 58ｍｍの降

雨に対応するとともに、既往最大降雨であ

る 1 時間当たり 92ｍｍの降雨の際にも床上

浸水とならないものと考えております。 

なお、稲城市内の雨水の一部が水路を通

じて本市に流入していること、三沢川の水

位が計画高水位を超えた場合に雨水排水が

困難になることなどの課題がございますの

で、引き続き解決に向けて関係局区が連携

して対応を図ってまいります。 

また、事業を進めるにあたりましては、

地元町内会とも相談させていただきなが

ら、対策手法、対策効果などについて、丁

寧な御説明をさせていただきたいと考えて

おります。 

Ｃ 

6 （三沢川地区における浸水対策について） 

菅稲田堤について、多摩川、三沢川高水

位時に、既往最大降雨（時間雨量 92ｍｍ）

でも床上浸水とならない対策を示して欲し

い。 

素案 99、99 ページのとおり、菅及び菅稲

田堤地内の下水道施設の整備により、三沢

川の水位が計画高水位の場合において、既

往最大降雨である 1 時間当たり 92ｍｍの降

雨の際にも床上浸水とならないものと考え

ております。 

また、稲城市内の雨水の一部が水路を通

じて本市に流入していること、三沢川の水

位が計画高水位を超えた場合に雨水排水が

困難になることなどの課題がございますの

で、引き続き解決に向けて関係局区が連携

して対応を図ってまいります。

Ｄ 

7 （三沢川地区における浸水対策について） 

2 度と 2 年前のような浸水被害を経験せ

ず、安全な地域で、安心して暮らすことが

できるよう、できる限りの徹底した対策の

計画と実施を期待する。 

令和元年東日本台風以降、これまでの間、

浸水地域における短期対策に加え、国や関

係自治体と連携した取組である多摩川緊急

治水対策プロジェクトを推進してきたとこ

ろでございます。今後につきましても、激

甚化する風水害など自然災害の脅威が増し

てきていることから、国や流域自治体等と

連携して多摩川水系流域治水プロジェクト

に取り組むとともに、三沢川周辺地域にお

Ｂ 
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ける浸水対策など、水害から市民の生命、

財産を守るための取組を着実に進めてまい

ります。 

8 （三沢川地区における浸水対策について） 

対策施設が整備されるまでの期間におけ

る措置対策も、具体的に示して欲しい。 

素案 99ページのとおり、三沢川周辺地域

につきましては、隣接市・関係局区等が連

携し浸水被害の軽減を図ることとしており

ます。これまで、大丸水門の改修、移動式

ポンプやフラップゲートの設置、護岸（ア

クリル板）の補修、水位計とカメラの設置

などの短期・中期対策が完了しており、引

き続き、これらの対策を確実に運用してい

くことと併せ、中長期対策である稲城市と

連携した分水・減水の取組を実施してまい

ります。また、台風時に多摩川の水が流入

していた大丸用水排泥施設水門の改修が施

設管理者によって令和４年度に実施される

予定となっております。 

Ｄ 

9 （三沢川地区における浸水対策について） 

行政が「自助・共助」を指導する立場と

して地域に取り組ませようとするとうまく

行かない。行政と地域が横並びでリスクを

共有し、災害への備えや協働可能なことな

どを話し合い連携することで「地域防災」

が築かれる。ソフト対策の意味を誤ること

なく、地域住民と共につくり合う「地域防

災」に取り組んでほしい。 

地域防災力の向上については、公助によ

るハード・ソフト対策に加え、地域の有す

る人的・物的協力が必要であり、共助の取

組や自助の取組が不可欠であると考えてお

ります。こうしたことから、行政・地域住

民・事業所の協働による地域防災の取組の

充実が重要でございまして、自主防災組織

等と連携した防災訓練の実施や災害リスク

情報の発信による地域のリスク情報の共有

など地域住民の方々と連携した防災の取組

を進めてまいりたいと考えております。 

Ｃ 

10 火山噴火による降灰現象などにより、地

震の場合と同様、ポンプの故障、水質の汚

染・汚濁などの影響が生じることは、下水

道においても考えられることである。 

下水道における降灰対策については、上

下水道局防災計画に基づき、管内や池内の

清掃を行うなど、対策を実施してまいりま

す。 

Ｄ 

11 川崎市の避難を含む防災・減災対策は、

市役所の他の部署・部局との緊密な連携が

必要である。それに伴い、「多摩川流域治水

プロジェクト」の計画や役割分担、三沢川

地区における三沢川水門閉鎖時の内水排除

対策、大丸用水路の全体的な見直し・整備

計画、多摩川の川表側の堤脚保護及び浸透

対策の実態と今後の施工予定などについ

て、市は国や県の取組姿勢に受け身でなく、

積極的に働きかけをすべきである。 

令和元年東日本台風以降、これまでの間、

浸水地域における短期対策に加え、国や関

係自治体と連携した取組である多摩川緊急

治水対策プロジェクトを推進してきたとこ

ろでございます。今後につきましても、激

甚化する風水害など自然災害の脅威が増し

てきていることから、国や流域自治体等と

連携して多摩川水系流域治水プロジェクト

に取り組んでまいります。また、引き続き、

多摩川を管理している国や三沢川を管理し

ている県に対して、多摩川の水位を低減さ

せる対策や、三沢川周辺地域における更な

る治水対策について要望してまいります。 

Ｂ 
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（３）３事業共通事項について（意見数： ３ 件） 

No 意見の要旨 本市の考え方 区分 

1 水道に関する情報発信や利用者のニーズ

の把握などは、市民にとってありがたい取

組である。 

岩手県矢巾町では、水道サポーターを募

りワークショップを開催し、住民参加型の

水道事業運営をおこなっているという。 

川崎市の水道についても、市民参加型の

ワークショップを開き、未来に向けたより

よい水道システムを築いてほしい。

本市では、広報紙「かわさきの上下水道」

やウェブサイト、ＳＮＳなどを活用した情

報発信を行うとともに、市民意識調査や各

種イベントでのアンケートの実施により、

利用者のニーズの把握に努めています。 

今後もこれらの取組を継続しながら、い

ただいた御意見を参考に、より効果的な手

法を検討してまいります。 

Ｃ 

2 「経営の現状分析」における「類似団体」

とは、何の指標で類似なのか。 

川崎市は東京都と横浜市に挟まれている

ため、東京都・横浜市と比較した経営指標

一覧も作成してほしい。

第３章「経営の現状分析」において比較

対象としている「類似団体」につきまして

は、指標が類似している団体ではなく、水

道事業及び下水道事業においては政令指定

都市（一部比較の困難である都市を除く）、

工業用水道事業においては政令指定都市及

び同規模の事業者を類似団体としておりま

す。 

上下水道事業は、経営する自治体によっ

て人口や面積など置かれている条件が大き

く異なることから、本市の特性を明らかに

するため、政令指定都市等との比較を行っ

たものです。 

Ｄ 

3 給配水部門の現場作業や生田浄水場の運

転監視・保守点検業務において民間委託を

実施しているが、技術・技能の承継に支障

をきたさないよう、過度な民間委託となら

ないようにしてほしい。 

また、今後もコンセッション方式による

民間委託をしないでほしい。

将来にわたり、川崎市民の生活や事業者

の経済活動を守るため、ライフライン事業

を継続する上で、専門的な技術・技能を継

承することは、必要不可欠です。このこと

に加え、平常時のみならず、非常時の事業

運営や経営資源の効率的、効果的な運用な

どの観点からも、民間委託、ひいては包括

外部委託やコンセッション方式について、

十分な検討と慎重な判断が必要と考えてい

ます。 

したがって、現時点では、業務を限定し

た外部委託を活用しながら、事業運営を維

持したいと考えております。 

Ｄ 
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